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ひかりんinfo informationお知らせ 「募集」「イベント」「お知らせ」など暮らしに役立つ情報をお届けします

ピンク色の旧ごみ袋を交換します

人権擁護・救済センター
「ハートフル　ちなもい」

働くことや将来の就職に
悩みを抱えている人へ

八代海上保安署からのお願い

消費生活無料相談会

ご家庭に残っているピンク色の旧ごみ袋を、黄色の
新ごみ袋と交換します。7月から旧ごみ袋では収集で
きませんのでご注意ください。
◆交換場所
　各地区のリサイクル収集場所
◆交換日　
　7月および8月の資源物リサイクル収集時間中　
　①7月19日（日）　②8月16日（日）
◆交換方法
　旧ごみ袋3枚単位とし、新ごみ袋2枚と交換
　例：旧袋15枚で新袋10枚と交換
問 町民課　戸籍環境係　0965-52-5851

関係調整相談員による電話相談を行っています。
◆日　時　毎週月曜の１２時から１４時
◆場　所　八代教育会館内（八代市大手町1-59－2）
◆内　容　人権擁護・救済に関する相談・改善・関係調整
問 人権NPOちなもい　☎ 0965-32-3030

みなさんの心配事や不安に寄り添った就職相談を無料
にて実施しています。詳しくはお問い合わせください。
対象：15歳から49歳までの求職中の人、またはその
　　 ご家族
問 若者サポートステーションやつしろ　☎0965-37-8739
　 メール：wakasapo.yatushiro@kirari-co.info

これから夏季マリンレジャーや台風シーズンとなりま
す。小型船などの船長は、以下の事項を実践して自
船の安全を確保しましょう。
　・発航前の機関や燃料などの点検
　・最新の気象海象情報入手
　・故障に備えて連絡手段確保
　・航行中、錨泊中の常時見張り
問 八代海上保安署　☎0965-37-1477

強引な勧誘で契約を結んだが解約したい、お金にか
かわる不審な電話がかかってくる、借金の返済に困っ
ている、そんなお悩みはありませんか？　
町では、専門家による無料相談会を開催しています。
事前の予約が必要となります。詳しくはお問い合わ
せください。

（八代市消費生活センター員による出張相談会）
◆日　時　7月8日（水）10時～17時
◆場　所　役場　1階相談室

（無料弁護士相談会）
◆日　時　7月17日（金）13時30分～16時
◆場　所　宮原福祉センター
問 総務課 生活安全係 ☎0965-52-7111
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新型コロナウイルスの影響により変更になることがありますので、お問い合わせください。

不法投棄、野外焼却は禁止されています

ひとりで悩まず気軽に相談してみませんか？  ～八代圏域地域療育センター～

◆やめよう！ごみの不法投棄
農道や山林の道路脇など、人目につかない場所へのごみの不法投棄。
捨てたごみが紙くず、ビン、缶などであっても、不法投棄として懲役・罰金などの罰則があります。

◆不法投棄を無くすために
町では、廃棄物監視員による不法投棄パトロールや啓発看板の設置を行っています。不法投棄物を発見した
場合や、通報があった場合は回収・処分を行い、警察などと連携して対応します。
なお、私有地にごみが不法投棄された場合は、処理責任は土地の所有者（管理者）となります。
定期的な清掃や、柵や看板の設置など、不法投棄をされない環境づくりに努めましょう。

◆野外焼却（野焼き）は禁止されています
庭先や空き地などでごみを焼却すると、煙や灰が発生し悪臭がするなど、周囲に迷惑が掛かります。
ごみは燃やさず、分別して適正に処理しましょう。野外焼却にも懲役・罰金などの罰則があります。
※例外として下記の野外焼却は認められていますが、周囲の住民生活に支障を与えた場合は指導の対象とな
ります。
　・どんど焼きなど、風俗慣習上または宗教上の行事
　・もみ殻、稲わらの焼却など、農林業または漁業を営むためにやむを得ないもの
　・落ち葉焚き、たき火

問 町民課　戸籍環境係　☎0965-52-5851

お子さんにどのように関わったらよいかわからない、行動が心配など、悩んでいませんか？
保護者のみなさんに寄り添いながら一緒に考えるお手伝いをします。
ご希望や必要に応じて、専門機関や関係機関などと連携しながら支援します。相談は無料です。
ちょっと心配だなぁ・・・　　　　　　　　　　
★おうちで
　かんしゃくがひどい、偏食が多い言葉が遅い、はっきりしないなど　　　　　　　　　　　　　
★保育園、幼稚園、学校で
　集団活動が苦手、行動が遅れる、じっと座って話しが聞けない
★支援方法　来所、自宅訪問、保育園、幼稚園などへ訪問
★スタッフ　療育相談員、心理士、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士
★利用時間　月曜～金曜（祝日、年末年始を除く）8時30分から17時30分
問 〒866-0863　八代市西松江城町2-17　八代圏域地域療育センター
　 TEL・FAX0965-35-4766　携帯080-1782-3664

この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。
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公 益 財 団 法 人 熊本県市町村振興協会

はじまっています　受動喫煙防止対策

平成３１年４月に改正健康増進法が全面施行されました。
これにより、第一種施設（行政機関、医療機関、児童福祉施設、老人保健施設、行政
機関など）と、第二種施設（飲食店、事業所、工場、ホテルなど）は、令和２年４月から
屋内禁煙が義務化されています。
やむをえず屋内で喫煙を認める場合は、基準を満たした喫煙専用室を設置する必
要があります。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
問 八代保健所 保健予防課　☎0965-33-3229
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